
 
 

社労連第１７３号  
平成２4 年４月９日  

 

都道府県社会保険労務士会会長 殿 

 

全国社会保険労務士会連合会  

会 長   金 田   修 

（ 公 印 省 略 ） 

 

厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令等の一部を改正する省令の施

行について 
 

平素は、当連合会の事業運営にご協力賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、標題の件に関しまして、厚生労働省年金局事業管理課長より別紙のと

おり情報提供がございました。 

つきましては、貴会におかれましては、業務ご多忙の折大変恐縮ではござい

ますが、本件につき会員の皆様への周知を賜りますようお願い申し上げます。 

なお、本件は連合会ホームページ「会員専用ページ」に掲載しておりますこ

とを申し添えます。 

（担当：業務部企画課） 





年管発０３３０第８号

平成２４年３月３０日

日本年金機構理事長 殿

厚生労働省大臣官房年金管理審議官

厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令等の一部を改正する省令の

施行について

厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令等の一部を改正する省令（平

成24年厚生労働省令第55号。以下「改正省令」という。）が平成24年3月30日に公

布されたので通知する。

今回の改正は、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を

図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律（平成13年法律第1

01号）附則第60条第2項及び厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令（平

成14年厚生労働省令第27号）附則第68条第2項の規定に基づき、旧農林漁業団体職

員共済組合が引き続き行うものとされた旧農林漁業団体職員共済組合の組合員期

間を有する者に係る年金給付（以下「移行年金給付」という。）に関する事務が、

平成24月4月1日から日本年金機構に移管されることに伴い、所要の改正を行うも

のであり、改正省令の内容は下記のとおりであるので、その内容につき御了知い

ただくとともに、実施に当たっては、周知徹底を図り遺漏のないよう取り扱われ

たい。

記

第１ 改正の内容

１ 厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令の一部改正

（１）移行年金給付に係る届書、請求書等の記載事項及び添付書類について、

①性別の記載を求めないこととする、②生年月日を明らかにすることができ

る書類として戸籍抄本のほか市町村長の証明書の添付を認めることとする

等、厚生年金保険の保険給付又は旧三共済（ＪＴ、ＪＲ、ＮＴＴ）組合員期

間を有する者に係る年金給付の手続と同様になるよう改めたこと。

（２）国民年金の給付に係る手続と併せて行うことができるものについて、手

続を併せて行う場合には、届書、請求書等の重複する記載事項の記載又は添

付書類の添付を省略することができるものとしたこと（支給停止解除の申請、

支給停止の申出及び支給停止の申出の撤回の手続）。



（３）移行年金給付に係る手続と国民年金の給付に係る手続のいずれか一方を

行うことで足りる手続を設けたこと（障害不該当の届出、遺族年金の失権の

届出、死亡の届出、氏名変更の届出及び住所変更の届出の手続）。

（４）国民年金の給付又は厚生年金保険の保険給付に係る手続と併せて行うべ

きものについて、手続を併せて行わなければならない旨を規定するとともに、

この場合においては、届書、請求書等の重複する記載事項の記載又は添付書

類の添付を省略することができるものとしたこと（支給停止事由消滅の届出

及び障害年金の額の改定の請求の手続）。

（５）住民基本台帳ネットワークから本人確認情報の提供を受けることができ

る請求者、受給権者等については、各種請求等の際に生存や生年月日を証す

る書類の添付を要しないものとし、また、住所変更届及び死亡届の提出を要

しないものとするよう改めたこと。

（６）届書、請求書等を厚生労働大臣に提出する際に存続組合を経由して提出

する旨を定めた規定等、事務の移管に伴い不要となる規定を削除したこと。

２ 国民年金法施行規則の一部改正

（１）移行年金給付に係る手続と併せて行うことができるものについて、手続

を併せて行う場合には、届書、請求書等の重複する記載事項の記載又は添付

書類の添付を省略することができるものとしたこと（支給停止解除の申請、

支給停止の申出及び支給停止の申出の撤回の手続）。

（２）移行年金給付に係る手続と国民年金の給付に係る手続のいずれか一方を

行うことで足りる手続を設けたこと（障害不該当の届出、遺族年金の失権の

届出、死亡の届出、氏名変更の届出及び住所変更の届出の手続）。

（３）移行年金給付に係る手続と併せて行うべきものについて、手続を併せて

行わなければならない旨を規定するとともに、この場合においては、届書、

請求書等の重複する記載事項の記載又は添付書類の添付を省略することがで

きるものとしたこと（支給停止事由消滅の届出及び障害年金の額の改定の請

求の手続）。

３ 厚生年金保険法施行規則の一部改正

（１）移行年金給付に係る手続と併せて行うことができるものについて、手続

を併せて行う場合には、届書、請求書等の重複する記載事項の記載又は添付

書類の添付を省略することができるものとしたこと（支給停止の申出及び支

給停止の申出の撤回の手続）。

第２ 施行期日

平成24年4月1日から施行するものとすること。



年管発０３３０第９号

平成２４年３月３０日

地方厚生（支）局長 殿

厚生労働省大臣官房年金管理審議官

（ 公 印 省 略 ）

厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令等の一部を改正する省令の

施行について

厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令等の一部を改正する省令（平

成24年厚生労働省令第55号。以下「改正省令」という。）が平成24年3月30日に公

布されたので通知する。

今回の改正は、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を

図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律（平成13年法律第1

01号）附則第60条第2項及び厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令（平

成14年厚生労働省令第27号）附則第68条第2項の規定に基づき、旧農林漁業団体職

員共済組合が引き続き行うものとされた旧農林漁業団体職員共済組合の組合員期

間を有する者に係る年金給付（以下「移行年金給付」という。）に関する事務が、

平成24月4月1日から日本年金機構に移管されることに伴い、所要の改正を行うも

のであり、改正省令の内容は下記のとおりであるので、その内容につき御了知い

ただくとともに、その取扱いには遺漏のないよう貴管内各市町村への周知方よろ

しく取り計らわれたい。

記

第１ 改正の内容

１ 厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令の一部改正

（１）移行年金給付に係る届書、請求書等の記載事項及び添付書類について、

①性別の記載を求めないこととする、②生年月日を明らかにすることができ

る書類として戸籍抄本のほか市町村長の証明書の添付を認めることとする

等、厚生年金保険の保険給付又は旧三共済（ＪＴ、ＪＲ、ＮＴＴ）組合員期

間を有する者に係る年金給付の手続と同様になるよう改めたこと。

（２）国民年金の給付に係る手続と併せて行うことができるものについて、手

続を併せて行う場合には、届書、請求書等の重複する記載事項の記載又は添

付書類の添付を省略することができるものとしたこと（支給停止解除の申請、

支給停止の申出及び支給停止の申出の撤回の手続）。



（３）移行年金給付に係る手続と国民年金の給付に係る手続のいずれか一方を

行うことで足りる手続を設けたこと（障害不該当の届出、遺族年金の失権の

届出、死亡の届出、氏名変更の届出及び住所変更の届出の手続）。

（４）国民年金の給付又は厚生年金保険の保険給付に係る手続と併せて行うべ

きものについて、手続を併せて行わなければならない旨を規定するとともに、

この場合においては、届書、請求書等の重複する記載事項の記載又は添付書

類の添付を省略することができるものとしたこと（支給停止事由消滅の届出

及び障害年金の額の改定の請求の手続）。

（５）住民基本台帳ネットワークから本人確認情報の提供を受けることができ

る請求者、受給権者等については、各種請求等の際に生存や生年月日を証す

る書類の添付を要しないものとし、また、住所変更届及び死亡届の提出を要

しないものとするよう改めたこと。

（６）届書、請求書等を厚生労働大臣に提出する際に存続組合を経由して提出

する旨を定めた規定等、事務の移管に伴い不要となる規定を削除したこと。

２ 国民年金法施行規則の一部改正

（１）移行年金給付に係る手続と併せて行うことができるものについて、手続

を併せて行う場合には、届書、請求書等の重複する記載事項の記載又は添付

書類の添付を省略することができるものとしたこと（支給停止解除の申請、

支給停止の申出及び支給停止の申出の撤回の手続）。

（２）移行年金給付に係る手続と国民年金の給付に係る手続のいずれか一方を

行うことで足りる手続を設けたこと（障害不該当の届出、遺族年金の失権の

届出、死亡の届出、氏名変更の届出及び住所変更の届出の手続）。

（３）移行年金給付に係る手続と併せて行うべきものについて、手続を併せて

行わなければならない旨を規定するとともに、この場合においては、届書、

請求書等の重複する記載事項の記載又は添付書類の添付を省略することがで

きるものとしたこと（支給停止事由消滅の届出及び障害年金の額の改定の請

求の手続）。

３ 厚生年金保険法施行規則の一部改正

（１）移行年金給付に係る手続と併せて行うことができるものについて、手続

を併せて行う場合には、届書、請求書等の重複する記載事項の記載又は添付

書類の添付を省略することができるものとしたこと（支給停止の申出及び支

給停止の申出の撤回の手続）。

第２ 施行期日

平成24年4月1日から施行するものとすること。



平成™›年š月š—日 金曜日 (号外第�š号)官 報

附
則
第
十
四
条
第
二
項
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を

加
え
る
。

二
の
二

国
民
年
金
手
帳
そ
の
他
の
基
礎
年
金
番
号

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

附
則
第
十
四
条
第
二
項
第
四
号
中「
戸
籍
抄
本
又
は
」

を
「
生
年
月
日
及
び
」
に
、「
証
明
書
及
び
」
を
「
証
明

書
又
は
戸
籍
の
抄
本
並
び
に
」
に
改
め
、
同
号
の
次
に

次
の
一
号
を
加
え
る
。

四
の
二

加
給
年
金
額
の
対
象
者
と
な
る
べ
き
配
偶

者
が
国
民
年
金
法
施
行
規
則
第
一
条
第
一
項
各
号

に
規
定
す
る
者
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き

は
、
当
該
配
偶
者
の
年
金
手
帳
そ
の
他
の
基
礎
年

金
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

附
則
第
十
四
条
第
四
項
中「
提
出
す
る
も
の
と
す
る
」

を
「
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
に
改
め
、
同
項
第

一
号
中
「
第
一
号
」
の
下
に「
、
第
六
号
及
び
第
七
号
」

を
加
え
、
同
項
第
三
号
を
同
項
第
五
号
と
し
、
同
項
第

二
号
を
同
項
第
四
号
と
し
、
同
項
第
一
号
の
次
に
次
の

二
号
を
加
え
る
。

二

廃
止
前
農
林
共
済
法
附
則
第
七
条
又
は
附
則
第

十
三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

退
職
共
済
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

三

加
給
年
金
額
の
対
象
者
と
な
る
べ
き
者
が
あ
る

と
き
は
、
そ
の
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日
並
び
に

そ
の
者
が
請
求
者
に
よ
っ
て
生
計
を
維
持
し
て
い

た
旨

附
則
第
十
四
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

５

前
項
の
請
求
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類

を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
六
十
六
歳

に
達
す
る
前
に
当
該
請
求
書
を
提
出
す
る
場
合
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

一

提
出
日
前
一
月
以
内
に
作
成
さ
れ
た
請
求
者
の

生
存
に
関
す
る
市
町
村
長
の
証
明
書
又
は
戸
籍
の

抄
本
（
厚
生
労
働
大
臣
が
住
民
基
本
台
帳
法
第
三

十
条
の
七
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
請
求
者
に
係
る

本
人
確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な

い
と
き
に
限
る
。）

二

加
給
年
金
額
の
対
象
者
と
な
る
べ
き
者
が
あ
る

と
き
は
、
そ
の
者
と
請
求
者
と
の
続
柄
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
が
で
き
る
市
町
村
長
の
証
明
書
又
は

戸
籍
の
抄
本
及
び
そ
の
者
が
請
求
者
に
よ
っ
て
生

計
を
維
持
し
て
い
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

６

第
四
項
の
請
求
に
係
る
退
職
共
済
年
金
に
つ
い
て

は
、
そ
の
請
求
者
が
廃
止
前
農
林
共
済
法
附
則
第
七

条
又
は
附
則
第
十
三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
退
職
共
済
年
金
に
つ
い
て
払
渡
し
を
希

望
し
た
機
関
に
お
い
て
払
渡
し
を
受
け
る
こ
と
を
希

望
し
た
も
の
と
み
な
す
。
た
だ
し
、
附
則
第
五
十
三

条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
退
職
共
済
年
金
の
払

渡
し
を
希
望
す
る
機
関
を
変
更
す
る
届
書
を
提
出
し

た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

附
則
第
十
五
条
第
一
項
第
一
号
中
「
、
性
別
」
を
削

り
、
同
項
第
三
号
中
「
、
性
別
、
生
年
月
日
及
び
基
礎

年
金
番
号
並
び
に
そ
の
者
と
請
求
者
と
の
続
柄
」を「
及

び
生
年
月
日
、
そ
の
者
と
受
給
権
者
と
の
続
柄
並
び
に

そ
の
者
が
受
給
権
者
に
よ
っ
て
生
計
を
維
持
し
て
い
る

旨
」に
改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
若
し
く
は
番
号
」
の

下
に
「
並
び
に
配
偶
者
の
基
礎
年
金
番
号
」
を
加
え
、

同
条
第
二
項
中
「
報
告
書
」
を
「
届
書
」
に
改
め
、
同

条
第
三
項
中
「
第
一
号
及
び
第
四
号
か
ら
第
六
号
」
を

「
第
四
号
か
ら
第
五
号
」
に
改
め
る
。

附
則
第
十
六
条
第
一
項
第
一
号
中
「
、
性
別
」
を
削

り
、
同
条
第
二
項
第
一
号
中
「
戸
籍
抄
本
」
を
「
生
年

月
日
及
び
そ
の
子
と
受
給
権
者
と
の
続
柄
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
が
で
き
る
市
町
村
長
の
証
明
書
又
は
戸
籍
の

抄
本
」
に
改
め
る
。

附
則
第
十
六
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
加
給
年
金
額
対
象
者
の
障
害
状
態
該
当
の
届
出
）

第
十
六
条
の
二

退
職
共
済
年
金
の
受
給
権
者
は
、
加

給
年
金
額
の
対
象
者
で
あ
る
十
八
歳
に
達
す
る
日
以

後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
子
が

障
害
等
級
の
一
級
又
は
二
級
の
障
害
の
状
態
に
該
当

〇
厚
生
労
働
省
令
第
五
十
五
号

厚
生
年
金
保
険
法（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
五
号
）

第
百
一
条
、
国
民
年
金
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
四

十
一
号
）
第
百
十
条
及
び
厚
生
年
金
保
険
制
度
及
び
農
林

漁
業
団
体
職
員
共
済
組
合
制
度
の
統
合
を
図
る
た
め
の
農

林
漁
業
団
体
職
員
共
済
組
合
法
等
を
廃
止
す
る
等
の
法
律

（
平
成
十
三
年
法
律
第
百
一
号
）
附
則
第
六
十
一
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
等
の

一
部
を
改
正
す
る
省
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次

の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

厚
生
労
働
大
臣

小
宮
山
洋
子

厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す

る
省
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る

省
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正

す
る
省
令（
平
成
十
四
年
厚
生
労
働
省
令
第
二
十
七
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
五
条

削
除

附
則
第
十
四
条
第
一
項
第
一
号
中
「
、
性
別
」
を
削

り
、
同
項
第
三
号
中
「
退
職
年
月
日
」
を
「
退
職
当
時

の
事
業
所
の
名
称
及
び
退
職
年
月
日
」
に
改
め
、
同
項

第
四
号
中
「
附
則
第
二
十
三
条
ま
で
」
の
下
に
「
及
び

附
則
第
五
十
一
条
を
加
え
」、「
、
性
別
、
生
年
月
日
及

び
基
礎
年
金
番
号
」
を
「
及
び
生
年
月
日
」
に
改
め
、

同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四
の
二

加
給
年
金
額
の
対
象
者
と
な
る
べ
き
配
偶

者
が
国
民
年
金
法
施
行
規
則
第
一
条
第
一
項
各
号

に
規
定
す
る
者
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き

は
、
当
該
配
偶
者
の
基
礎
年
金
番
号

附
則
第
十
四
条
第
一
項
第
九
号
中
「
希
望
す
る
支
給

開
始
年
月
」
を
「
そ
の
旨
及
び
支
給
開
始
を
希
望
す
る

年
齢
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
一
号
を
次
の
よ
う
に

改
め
る
。

一

請
求
者
の
生
年
月
日
に
関
す
る
市
町
村
長
の
証

明
書
又
は
戸
籍
の
抄
本
（
厚
生
労
働
大
臣
が
住
民

基
本
台
帳
法（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）

第
三
十
条
の
七
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
請
求
者
に

係
る
本
人
確
認
情
報
（
同
法
第
三
十
条
の
五
第
一

項
に
規
定
す
る
本
人
確
認
情
報
を
い
う
。
以
下
同

じ
。）の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
に

限
る
。）

›œ
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す
る
に
至
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

受
給
権
者
の
住
所
、
生
年
月
日
及
び
基
礎
年
金

番
号

二

退
職
共
済
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

三

障
害
の
状
態
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
加
給
年
金

額
の
対
象
者
で
あ
る
子
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

四

障
害
の
原
因
と
な
っ
た
疾
病
又
は
負
傷
の
傷
病

名
五

障
害
の
状
態
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
年
月
日

２

前
項
の
届
書
に
は
、
加
給
年
金
額
の
対
象
者
で
あ

る
子
の
障
害
の
状
態
に
関
す
る
診
断
書
を
添
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

附
則
第
十
七
条
第
一
号
中
「
、
性
別
」
を
削
り
、
同

条
第
三
号
中
「
、
生
年
月
日
及
び
基
礎
年
金
番
号
」
を

「
及
び
生
年
月
日
」
に
改
め
る
。

附
則
第
十
八
条
第
一
項
第
一
号
中
「
、
性
別
」
を
削

り
、
同
条
第
二
項
中
「
第
三
号
」
の
下
に「
及
び
次
条
」

を
加
え
、
同
項
第
一
号
中
「
、
性
別
」
を
削
り
、
同
項

第
三
号
中
「
年
月
」
を
「
年
月
日
」
に
改
め
、
同
条
第

三
項
中
「
年
月
を
」
を
「
こ
と
を
」
に
改
め
る
。

附
則
第
十
九
条
第
一
項
中
「
廃
止
前
農
林
共
済
法
第

三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
加
給
年
金
額
が
加
算

さ
れ
た
退
職
共
済
年
金
で
あ
っ
て
加
給
年
金
額
の
支
給

が
停
止
さ
れ
て
い
る
」
を
削
り
、
同
項
第
一
号
中

「
、
性
別
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」を「
前

二
項
」
に
、「
配
偶
者
が
廃
止
前
農
林
共
済
法
第
三
十
八

条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
年
金
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
な
く
な
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き

る
」
を
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
」
に
改
め
、
同
項
に
次

の
三
号
を
加
え
る
。

一

配
偶
者
と
受
給
権
者
と
の
続
柄
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
が
で
き
る
市
町
村
長
の
証
明
書
又
は
戸
籍

の
抄
本

二

第
一
項
に
規
定
す
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き

は
、
配
偶
者
が
廃
止
前
農
林
共
済
法
第
三
十
八
条

の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
年
金
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
な
く
な
っ
た
こ
と
又
は
そ
の
全
額
に
つ
き
支

給
を
停
止
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
こ
と
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

三

前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
は
、

加
給
年
金
額
が
加
算
さ
れ
た
年
金
の
全
額
に
つ
き

支
給
を
停
止
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
こ
と
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

附
則
第
十
九
条
第
二
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条

第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

廃
止
前
農
林
共
済
法
第
三
十
八
条
の
二
第
三
項
の

規
定
に
よ
り
、
廃
止
前
農
林
共
済
法
第
三
十
八
条
第

一
項
に
規
定
す
る
加
給
年
金
額
の
支
給
が
停
止
さ
れ

て
い
る
退
職
共
済
年
金
の
受
給
権
者
は
、
加
給
年
金

額
が
加
算
さ
れ
た
年
金
に
つ
い
て
そ
の
全
額
に
つ
き

支
給
を
停
止
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
は
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
厚
生
労
働

大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

退
職
共
済
年
金
の
受
給
権
者
の
住
所
、
氏
名
、

生
年
月
日
及
び
基
礎
年
金
番
号

二

退
職
共
済
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

三

加
給
年
金
額
が
加
算
さ
れ
た
年
金
の
名
称
、
そ

の
支
給
を
行
う
者
の
名
称
、
そ
の
支
給
を
停
止
さ

れ
る
こ
と
と
な
っ
た
年
月
日
及
び
そ
の
年
金
証
書

又
は
こ
れ
に
準
ず
る
書
類
の
年
金
コ
ー
ド
又
は
記

号
番
号
若
し
く
は
番
号

附
則
第
二
十
一
条
第
一
項
第
一
号
中
「
、
性
別
」
を

削
り
、
同
項
第
四
号
中
「
、
生
年
月
日
及
び
基
礎
年
金

番
号
並
び
に
」
を「
及
び
生
年
月
日
、」に
改
め
、「
当
該
」

を
削
り
、「
続
柄
」
の
下
に
「
並
び
に
そ
の
者
が
引
き
続

き
受
給
権
者
に
よ
っ
て
生
計
を
維
持
し
て
い
る
旨
」
を

加
え
、
同
項
第
六
号
中
「
若
し
く
は
番
号
」の
下
に「
並

び
に
配
偶
者
の
基
礎
年
金
番
号
」
を
加
え
、
同
条
第
二

項
中
「
前
項
第
六
号
に
該
当
す
る
と
き
に
は
、
当
該
年

金
証
書
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
書
類
の
写
し
」
を
「
次
の

各
号
に
掲
げ
る
書
類
等
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号

を
加
え
る
。

一

提
出
日
前
一
月
以
内
に
作
成
さ
れ
た
受
給
権
者

の
生
存
に
関
す
る
市
町
村
長
の
証
明
書
又
は
戸
籍

の
抄
本
（
厚
生
労
働
大
臣
が
住
民
基
本
台
帳
法
第

三
十
条
の
七
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
受
給
権

者
に
係
る
本
人
確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
な
い
と
き
に
限
る
。）

二

支
給
を
停
止
す
べ
き
事
由
が
消
滅
し
た
こ
と
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

三

加
給
年
金
額
の
対
象
者
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の

者
と
当
該
受
給
権
者
と
の
続
柄
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
が
で
き
る
市
町
村
長
の
証
明
書
又
は
戸
籍
の

抄
本

四

加
給
年
金
額
の
対
象
者
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の

者
が
受
給
権
者
に
よ
っ
て
引
き
続
き
生
計
を
維
持

し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る

書
類

五

加
給
年
金
額
の
対
象
者
で
あ
る
子
の
う
ち
、
障

害
等
級
の
一
級
又
は
二
級
の
障
害
の
状
態
に
あ
る

子
で
あ
っ
て
、
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
者
以

外
の
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
障
害
の
状
態
に

関
す
る
診
断
書

附
則
第
二
十
一
条
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

３

第
一
項
の
届
出
は
、
退
職
共
済
年
金
の
受
給
権
者

が
同
時
に
国
民
年
金
法
第
二
十
条
第
一
項
又
は
国
民

年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年

法
律
第
三
十
四
号
。
以
下
「
昭
和
六
十
年
国
民
年
金

等
改
正
法
」
と
い
う
。）附
則
第
十
一
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
っ
て
支
給
が
停
止
さ
れ
て
い
る
老
齢
基
礎
年

金
の
受
給
権
を
有
し
、
当
該
老
齢
基
礎
年
金
に
つ
い

て
そ
の
支
給
を
停
止
す
べ
き
事
由
が
消
滅
し
た
場
合

に
お
い
て
は
、
国
民
年
金
法
施
行
規
則
第
十
七
条
の

七
第
一
項
の
届
出
に
併
せ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
の
届
書
に
記
載

す
る
こ
と
と
さ
れ
た
事
項
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
っ

て
第
一
項
の
届
書
に
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

と
さ
れ
た
書
類
等
の
う
ち
同
令
第
十
七
条
の
七
第
一

項
の
届
書
に
記
載
し
、
又
は
添
え
た
も
の
に
つ
い
て

は
、
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
一
項
の
届

書
に
記
載
し
、
又
は
添
え
る
こ
と
を
要
し
な
い
も
の

と
す
る
。

附
則
第
二
十
一
条
第
四
項
を
削
る
。

附
則
第
二
十
二
条
第
一
項
中
「
平
成
十
六
年
度
、
平

成
十
七
年
度
及
び
平
成
十
九
年
度
の
国
民
年
金
制
度
及

び
厚
生
年
金
保
険
制
度
並
び
に
国
家
公
務
員
共
済
組
合

制
度
の
改
正
に
伴
う
厚
生
労
働
省
関
係
法
令
に
関
す
る

経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
」
を
「
平
成
十
六
年
度
、
平

成
十
七
年
度
、
平
成
十
九
年
度
及
び
平
成
二
十
年
度
の

国
民
年
金
制
度
及
び
厚
生
年
金
保
険
制
度
並
び
に
国
家

公
務
員
共
済
組
合
制
度
の
改
正
に
伴
う
厚
生
労
働
省
関

係
法
令
に
関
す
る
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
」に
改
め
、

同
項
第
一
号
中
「
、
性
別
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
第

一
号
中
「
、
性
別
」
を
削
る
。

附
則
第
二
十
三
条
第
一
項
第
一
号
中
「
、
性
別
」
を

削
り
、
同
項
第
四
号
中
「
、
性
別
、
生
年
月
日
及
び
基

礎
年
金
番
号
」
を
「
及
び
生
年
月
日
」
に
改
め
、
同
項

第
六
号
中
「
若
し
く
は
番
号
」
の
下
に
「
並
び
に
配
偶

者
の
基
礎
年
金
番
号
」
を
加
え
る
。

附
則
第
二
十
四
条
第
一
号
中
「
、
性
別
」
を
削
る
。

４

第
一
項
の
請
求
は
、
障
害
共
済
年
金
（
障
害
等
級

の
三
級
に
該
当
す
る
程
度
の
障
害
の
状
態
に
該
当
す

る
場
合
に
限
る
。）の
受
給
権
者
が
同
時
に
当
該
障
害

共
済
年
金
と
同
一
の
支
給
事
由
に
基
づ
く
障
害
基
礎

年
金
の
受
給
権
を
有
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
国
民
年

附
則
第
二
十
五
条
第
一
項
第
一
号
中
「
、
性
別
」
を

削
り
、
同
項
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三

障
害
の
原
因
と
な
っ
た
疾
病
又
は
負
傷
の
傷
病

名
及
び
障
害
共
済
年
金
の
支
給
を
受
け
る
権
利
を

有
す
る
こ
と
と
な
っ
た
年
月
日

附
則
第
二
十
五
条
第
一
項
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号

を
加
え
る
。

四
の
二

加
給
年
金
額
の
対
象
者
（
廃
止
前
農
林
共

済
法
第
四
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
配
偶
者
を

い
う
。
以
下
本
条
、
附
則
第
二
十
六
条
及
び
附
則

第
二
十
八
条
の
二
に
お
い
て
同
じ
。）が
あ
る
と
き

は
、
そ
の
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
基
礎
年
金

番
号
並
び
に
そ
の
者
が
請
求
者
に
よ
っ
て
生
計
を

維
持
し
て
い
る
旨

附
則
第
二
十
五
条
第
一
項
第
五
号
中「（
廃
止
前
農
林

共
済
法
第
四
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
配
偶
者
を
い

う
。
次
条
及
び
附
則
第
三
十
一
条
に
お
い
て
同
じ
。）」

を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類

等
」
を
「
そ
の
請
求
書
を
提
出
す
る
日
前
一
月
以
内
に

作
成
さ
れ
た
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
等
及
び
障
害
共

済
年
金
の
年
金
証
書
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
を
次
の

よ
う
に
改
め
る
。

二

加
給
年
金
額
の
対
象
者
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の

者
と
請
求
者
と
の
続
柄
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が

で
き
る
市
町
村
長
の
証
明
書
又
は
戸
籍
の
抄
本

附
則
第
二
十
五
条
第
三
項
及
び
第
四
項
を
次
の
よ
う

に
改
め
る
。

３

第
一
項
の
請
求
は
、
障
害
共
済
年
金
（
障
害
等
級

の
二
級
に
該
当
す
る
程
度
の
障
害
の
状
態
に
該
当
す

る
場
合
に
限
る
。）の
受
給
権
者
が
同
時
に
当
該
障
害

共
済
年
金
と
同
一
の
支
給
事
由
に
基
づ
く
障
害
基
礎

年
金
の
受
給
権
を
有
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
国
民

年
金
法
第
三
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
に

併
せ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
第
一
項
の
請
求
書
に
記
載
す
る
こ
と
と
さ
れ

た
事
項
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
り
第
一
項
の
請
求
書

に
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
書
類
等

の
う
ち
当
該
障
害
基
礎
年
金
の
年
金
額
改
定
請
求
書

に
記
載
し
、
又
は
添
え
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
前
二

項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
一
項
の
請
求
書
に
記

載
し
、又
は
添
え
る
こ
と
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
。

›�
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金
法
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
当
該
障
害
基
礎
年
金

の
裁
定
請
求
に
併
せ
て
行
わ
れ
る
と
き
は
、
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
第
一
項
の
請
求
書
に
添
え
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
書
類
等
の
う
ち
当
該
障
害

基
礎
年
金
の
裁
定
請
求
書
に
添
え
た
も
の
に
つ
い
て

は
、
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
一
項
の
請

求
書
に
添
え
る
こ
と
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
。

附
則
第
二
十
七
条
中
「
及
び
第
二
項
」
を
「
か
ら
第

三
項
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う

に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
附
則
第
二
十
一
条
第
二
項

第
四
号
中
「
引
き
続
き
生
計
」
と
あ
る
の
は「
生
計
」

と
、
同
項
第
五
号
中
「
加
給
年
金
額
の
対
象
者
で
あ

る
子
の
う
ち
、
障
害
等
級
の
一
級
又
は
二
級
の
障
害

の
状
態
に
あ
る
子
で
あ
っ
て
、
厚
生
労
働
大
臣
」
と

あ
る
の
は
「
厚
生
労
働
大
臣
」
と
、「
が
あ
る
と
き
」

と
あ
る
の
は
「
に
あ
っ
て
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と

す
る
。

附
則
第
二
十
八
条
の
見
出
し
中
「
届
出
」
を
「
届
出

等
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

障
害
共
済
年
金
の
受
給
権
者
が
同
時
に
当
該
障
害

共
済
年
金
と
同
一
の
支
給
事
由
に
基
づ
く
障
害
基
礎

年
金
の
受
給
権
を
有
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
受

給
権
者
が
、
国
民
年
金
法
施
行
規
則
第
三
十
三
条
の

七
第
一
項
の
届
出
を
行
っ
た
と
き
は
前
項
の
届
出
を

行
っ
た
も
の
と
み
な
す
。

附
則
第
二
十
八
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
二
十
八
条
の
二

前
条
第
一
項
の
規
定
に
該
当
す
る

者
が
、
廃
止
前
農
林
共
済
法
施
行
令
別
表
第
一
に
定

め
る
程
度
の
障
害
の
状
態
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ

た
と
き
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た

届
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
附
則
第
五
十
条
に
規
定
す
る
申
請
書

が
提
出
さ
れ
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

受
給
権
者
の
住
所
、
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
基

礎
年
金
番
号

二

障
害
共
済
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

三

支
給
を
停
止
す
べ
き
事
由
が
消
滅
し
た
事
由
及

び
そ
の
事
由
に
該
当
し
た
年
月
日

四

加
給
年
金
額
の
対
象
者
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の

者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
基
礎
年
金
番
号
並
び

に
そ
の
者
が
受
給
権
者
に
よ
っ
て
生
計
を
維
持
し

て
い
る
旨

五

加
給
年
金
額
の
対
象
者
が
廃
止
前
農
林
共
済
法

第
三
十
八
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
年
金
（
そ

の
全
額
に
つ
き
支
給
を
停
止
さ
れ
て
い
る
も
の
を

除
く
。）の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き

は
、
当
該
年
金
の
名
称
、
そ
の
支
給
を
行
う
者
の

名
称
、
当
該
年
金
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

る
こ
と
と
な
っ
た
年
月
日
及
び
そ
の
年
金
証
書
又

は
こ
れ
に
準
ず
る
書
類
の
年
金
コ
ー
ド
又
は
記
号

番
号
若
し
く
は
番
号

２

前
項
の
届
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
等

を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

提
出
日
前
一
月
以
内
に
作
成
さ
れ
た
受
給
権
者

の
生
存
に
関
す
る
市
町
村
長
の
証
明
書
又
は
戸
籍

の
抄
本
（
厚
生
労
働
大
臣
が
住
民
基
本
台
帳
法
第

三
十
条
の
七
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
受
給
権
者
に

係
る
本
人
確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
な
い
と
き
に
限
る
。）

二

障
害
の
状
態
に
関
す
る
診
断
書

三

加
給
年
金
額
の
対
象
者
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の

者
と
受
給
権
者
と
の
続
柄
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

が
で
き
る
市
町
村
長
の
証
明
書
又
は
戸
籍
の
抄
本

四

加
給
年
金
額
の
対
象
者
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の

者
が
受
給
権
者
に
よ
っ
て
生
計
を
維
持
し
て
い
る

こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

附
則
第
三
十
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
所
在
不
明
と
さ
れ
た
者
の
請
求
）

第
三
十
一
条
の
二

前
条
の
規
定
は
、
廃
止
前
農
林
共

済
法
第
五
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
支
給
を
停

止
さ
れ
て
い
る
遺
族
共
済
年
金
の
支
給
の
停
止
の
解

除
を
請
求
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
条
第
一
項
第
三
号
中

「
所
在
不
明
で
あ
る
者
又
は
失
権
し
た
者
」
と
あ
る

の
は
「
廃
止
前
農
林
共
済
法
第
五
十
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
当
該
遺
族
共
済
年
金
の
支
給
を
受
け
て
い

る
者
」
と
、
前
条
第
二
項
第
一
号
中
「
廃
止
前
農
林

共
済
法
第
五
十
条
第
一
項
又
は
同
法
第
五
十
二
条
各

号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
事
実
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
が
で
き
る
書
類
」
と
あ
る
の
は
「
提
出
日
前
一

附
則
第
三
十
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
三
十
七
条

削
除

附
則
第
三
十
九
条
の
見
出
し
中
「
届
出
」
を
「
届
出

等
」
に
改
め
、
同
条
中
「
附
則
第
二
十
八
条
」
を
「
附

則
第
二
十
八
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項

を
加
え
る
。

２

附
則
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規

定
は
、
前
項
の
規
定
に
該
当
す
る
者
が
、
旧
制
度
農

林
共
済
法
別
表
第
二
の
上
欄
に
掲
げ
る
程
度
の
障
害

の
状
態
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
の
届
出
に

つ
い
て
準
用
す
る
。

附
則
第
四
十
条
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
附
則
第
二
十
一
条
第
二
項

第
五
号
中
「
加
給
年
金
額
の
対
象
者
で
あ
る
子
の
う

ち
、
障
害
等
級
の
一
級
又
は
二
級
の
障
害
の
状
態
に

あ
る
子
で
あ
っ
て
、
厚
生
労
働
大
臣
」
と
あ
る
の
は

「
厚
生
労
働
大
臣
」
と
、「
が
あ
る
と
き
」
と
あ
る
の

は
「
に
あ
っ
て
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

３

第
一
項
の
届
出
は
、
障
害
共
済
年
金
の
受
給
権
者

が
同
時
に
当
該
障
害
共
済
年
金
と
同
一
の
支
給
事
由

に
基
づ
く
障
害
基
礎
年
金
の
受
給
権
を
有
す
る
場
合

に
お
い
て
は
、
国
民
年
金
法
施
行
規
則
第
三
十
五
条

第
一
項
の
届
出
に
併
せ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
の
届
書
に
記
載

す
る
こ
と
と
さ
れ
た
事
項
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
り

第
一
項
の
届
書
に
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と

さ
れ
た
書
類
等
の
う
ち
同
条
第
一
項
の
届
書
に
記
載

し
、
又
は
添
え
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
前
二
項
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
一
項
の
届
書
に
記
載
し
、
又

は
添
え
る
こ
と
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
。

附
則
第
三
十
条
第
一
項
第
一
号
中
「
受
給
権
者
の
」

の
下
に
「
住
所
、」を
加
え
る
。

附
則
第
三
十
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
遺
族
共
済
年
金
の
支
給
停
止
事
由
該
当
の
届
出
）

第
三
十
条
の
二

遺
族
共
済
年
金
の
受
給
権
者
で
あ
る

六
十
歳
未
満
の
夫
、
父
母
又
は
祖
父
母
は
、
障
害
等

級
の
一
級
又
は
二
級
の
障
害
の
状
態
に
該
当
し
な
く

な
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

受
給
権
者
の
住
所
、
生
年
月
日
及
び
基
礎
年
金

番
号

二

遺
族
共
済
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

三

障
害
等
級
の
一
級
又
は
二
級
の
障
害
の
状
態
に

該
当
し
な
く
な
っ
た
年
月
日

附
則
第
三
十
一
条
第
一
項
第
一
号
中
「
請
求
者
の
」

の
下
に
「
住
所
、」を
加
え
、
同
項
第
三
号
中
「
氏
名
」

の
下
に
「
、
生
年
月
日
」
を
加
え
、
同
項
第
四
号
を
次

の
よ
う
に
改
め
る
。

四

削
除

附
則
第
三
十
一
条
第
一
項
第
七
号
を
次
の
よ
う
に
改

め
る
。

七

請
求
者
以
外
に
組
合
員
又
は
組
合
員
で
あ
っ
た

者
の
配
偶
者
又
は
子
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
の

氏
名
及
び
生
年
月
日
並
び
に
そ
の
者
と
組
合
員
又

組
合
員
で
あ
っ
た
者
と
の
続
柄

附
則
第
三
十
一
条
第
二
項
第
三
号
中
「
戸
籍
謄
本
」

を
「
市
町
村
長
の
証
明
書
又
は
戸
籍
の
謄
本
若
し
く
は

除
籍
の
謄
本
」
に
改
め
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加

え
る
。

三
の
二

請
求
者
の
生
年
月
日
に
関
す
る
市
町
村
長

の
証
明
書
又
は
戸
籍
の
抄
本
（
厚
生
労
働
大
臣
が

住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
七
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
請
求
者
に
係
る
本
人
確
認
情
報
の
提
供
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
に
限
る
。）

附
則
第
三
十
一
条
第
二
項
第
六
号
の
次
に
次
の
一
号

を
加
え
る
。

六
の
二

前
条
第
七
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る

者
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
と
組
合
員
又
は
組
合

員
で
あ
っ
た
者
と
の
続
柄
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

が
で
き
る
市
町
村
長
の
証
明
書
又
は
戸
籍
の
抄
本

月
以
内
に
作
成
さ
れ
た
請
求
者
の
生
存
に
関
す
る
市

町
村
長
の
証
明
書
又
は
戸
籍
の
抄
本
（
厚
生
労
働
大

臣
が
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
七
第
三
項
の
規

定
に
よ
り
請
求
者
に
係
る
本
人
確
認
情
報
の
提
供
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
に
限
る
。）」
と
、
前

条
第
二
項
第
二
号
中
「
遺
族
共
済
年
金
」
と
あ
る
の

は
「
廃
止
前
農
林
共
済
法
第
五
十
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
当
該
遺
族
共
済
年
金
の
支
給
を
受
け
て
い
る

者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

附
則
第
三
十
二
条
第
一
項
中
「
国
民
年
金
法
に
よ
る

遺
族
基
礎
年
金
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と

と
な
っ
た
と
き
若
し
く
は
そ
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
な
く
な
っ
た
と
き
又
は
」
を
削
り
、「
給
付
若
し
く

は
」
を
「
給
付
又
は
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中

「
、
性
別
」
を
削
り
、
同
項
第
三
号
を
削
り
、
同
項
第

四
号
を
同
項
第
三
号
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
国
民
年

金
法
に
よ
る
遺
族
基
礎
年
金
又
は
」
を
削
る
。

附
則
第
三
十
三
条
中
「
及
び
第
二
項
」
を
「
か
ら
第

三
項
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う

に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
附
則
第
二
十
一
条
第
二
項

第
五
号
中
「
加
給
年
金
額
の
対
象
者
で
あ
る
子
の
う

ち
、
障
害
等
級
の
一
級
又
は
二
級
の
障
害
の
状
態
に

あ
る
子
で
あ
っ
て
、
厚
生
労
働
大
臣
」
と
あ
る
の
は

「
厚
生
労
働
大
臣
」
と
、「
が
あ
る
と
き
」
と
あ
る
の

は
「
に
あ
っ
て
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

›�
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附
則
第
四
十
一
条
第
一
項
中「
第
一
項
又
は
第
二
項
」

を
「
第
三
項
」
に
、「
そ
の
額
が
加
算
さ
れ
て
い
な
い
」

を
「
同
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
加
算
が

行
わ
れ
て
い
な
い
」
に
、「
次
項
」
を
「
以
下
本
条
」に
、

「
附
則
第
四
十
七
条
第
一
項
に
定
め
る
年
金
で
あ
る
給

付
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
又
は
同
条

第
二
項
（
第
二
号
及
び
第
四
号
を
除
く
。）」
を
「
附
則

第
四
十
七
条
第
二
項
」
に
、「
そ
の
旨
」
を
「
次
の
各
号

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
」
に
改
め
、
同
項
に

次
の
各
号
を
加
え
る
。

一

受
給
権
者
の
住
所
、
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
基

礎
年
金
番
号

二

遺
族
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

三

廃
止
前
昭
和
六
十
一
年
農
林
共
済
改
正
令
附
則

第
四
十
七
条
第
二
項
に
定
め
る
場
合
に
係
る
年
金

の
名
称
、
そ
の
支
給
を
行
う
者
の
名
称
、
同
項
に

定
め
る
場
合
に
該
当
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
年
月

日
及
び
そ
の
年
金
証
書
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
書
類

の
年
金
コ
ー
ド
又
は
記
号
番
号
若
し
く
は
番
号

附
則
第
四
十
一
条
第
二
項
中
「
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
に
、
支
給
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
る
こ
と
と
な
っ
た
年
金
証
書
又
は
こ
れ
に
準
ず
る

書
類
の
写
し
を
添
え
」
を
削
り
、「
速
や
か
に
、」の
下
に

「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
」
を

加
え
、
同
項
第
一
号
中
「
氏
名
、
性
別
」
を
「
住
所
、

氏
名
」
に
改
め
る
。

附
則
第
四
十
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
所
在
不
明
と
さ
れ
た
者
の
請
求
）

第
四
十
二
条
の
二

附
則
第
三
十
一
条
の
規
定
は
、
旧

制
度
農
林
共
済
法
第
四
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
っ
て
支
給
を
停
止
さ
れ
て
い
る
遺
族
年
金
の
支
給

の
停
止
の
解
除
を
請
求
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
つ
い

て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
附
則
第
三
十

一
条
第
一
項
第
三
号
中
「
所
在
不
明
で
あ
る
者
又
は

失
権
し
た
者
」
と
あ
る
の
は
「
旧
制
度
農
林
共
済
法

第
四
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
遺
族
年
金

の
支
給
を
受
け
て
い
る
者
」
と
、
附
則
第
三
十
一
条

第
二
項
第
一
号
中
「
廃
止
前
農
林
共
済
法
第
五
十
条

第
一
項
又
は
同
法
第
五
十
二
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
事
実
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書

類
」
と
あ
る
の
は
「
提
出
日
前
一
月
以
内
に
作
成
さ

れ
た
請
求
者
の
生
存
に
関
す
る
市
町
村
長
の
証
明
書

又
は
戸
籍
の
抄
本
（
厚
生
労
働
大
臣
が
住
民
基
本
台

帳
法
第
三
十
条
の
七
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
請
求
者

に
係
る
本
人
確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
な
い
と
き
に
限
る
。）」
と
、
附
則
第
三
十
一
条
第

二
項
第
二
号
中
「
遺
族
共
済
年
金
」と
あ
る
の
は「
旧

制
度
農
林
共
済
法
第
四
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
当
該
遺
族
年
金
の
支
給
を
受
け
て
い
る
者
」
と
読

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

附
則
第
四
十
三
条
第
一
項
第
一
号
中
「
、
性
別
」
を

削
る
。

附
則
第
四
十
四
条
の
見
出
し
中
「
加
給
年
金
額
対
象

者
」
を
「
加
算
額
対
象
者
」
に
改
め
る
。

附
則
第
四
十
六
条
中
「
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
三
十
四
号
。
以
下

「
昭
和
六
十
年
国
民
年
金
等
改
正
法
」
と
い
う
。）」
を

「
昭
和
六
十
年
国
民
年
金
等
改
正
法
第
三
条
の
規
定
」

に
改
め
、「
厚
生
年
金
保
険
法
」
の
下
に「（
以
下
「
旧
厚

生
年
金
保
険
法
」
と
い
う
。）」
を
加
え
、「
の
規
定
に
よ

る
通
算
遺
族
年
金
の
」
を
「
の
規
定
に
よ
り
通
算
遺
族

年
金
の
支
給
が
停
止
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
」

に
改
め
る
。

附
則
第
四
十
六
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
所
在
不
明
と
さ
れ
た
者
の
請
求
）

第
四
十
六
条
の
二

附
則
第
三
十
一
条
の
規
定
は
、
旧

制
度
農
林
共
済
法
第
四
十
九
条
の
三
第
三
項
に
お
い

て
準
用
す
る
旧
厚
生
年
金
保
険
法
第
六
十
七
条
第
二

項
又
は
第
六
十
八
条
第
二
項
に
よ
り
通
算
遺
族
年
金

の
支
給
の
停
止
の
解
除
を
請
求
し
よ
う
と
す
る
場
合

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
附
則

第
三
十
一
条
第
一
項
第
三
号
中
「
所
在
不
明
で
あ
る

者
又
は
失
権
し
た
者
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
通
算
遺

族
年
金
の
支
給
を
受
け
て
い
る
者
」
と
、
同
条
第
二

項
第
一
号
中
「
廃
止
前
農
林
共
済
法
第
五
十
条
第
一

項
又
は
同
法
第
五
十
二
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
事
実
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
」

と
あ
る
の
は
「
提
出
日
前
一
月
以
内
に
作
成
さ
れ
た

請
求
者
の
生
存
に
関
す
る
市
町
村
長
の
証
明
書
又
は

戸
籍
の
抄
本
（
厚
生
労
働
大
臣
が
住
民
基
本
台
帳
法

第
三
十
条
の
七
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
請
求
者
に
係

る
本
人
確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な

い
と
き
に
限
る
。）」
と
、
附
則
第
三
十
一
条
第
二
項

第
二
号
中
「
遺
族
共
済
年
金
」
と
あ
る
の
は
「
当
該

通
算
遺
族
年
金
の
支
給
を
受
け
て
い
る
者
」
と
読
み

替
え
る
も
の
と
す
る
。

附
則
第
四
十
八
条
第
二
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え

る
。

た
だ
し
、
年
金
証
書
を
添
え
る
こ
と
が
で
き
な
い

と
き
は
、
そ
の
事
由
書
を
添
え
る
も
の
と
す
る
。

附
則
第
四
十
八
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

遺
族
共
済
年
金
の
受
給
権
者
が
同
時
に
当
該
遺
族

共
済
年
金
と
同
一
の
支
給
事
由
に
基
づ
く
遺
族
基
礎

年
金
の
受
給
権
を
有
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
受

給
権
者
が
国
民
年
金
法
施
行
規
則
第
五
十
二
条
第
一

項
の
届
出
を
行
っ
た
と
き
は
、
第
一
項
の
届
出
を

行
っ
た
も
の
と
み
な
す
。

附
則
第
四
十
八
条
の
二
第
一
項
中
「
法
第
九
十
八
条

第
四
項
の
規
定
に
よ
る
受
給
権
者
の
死
亡
の
届
出
は
」

を
「
受
給
権
者
が
死
亡
し
た
と
き
は
、
戸
籍
法
（
昭
和

二
十
二
年
法
律
第
二
百
二
十
四
号
）
の
規
定
に
よ
る
死

亡
の
届
出
義
務
者
は
、
十
日
以
内
に
」
に
、「
提
出
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
」
を
「
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加
え

る
。

３

退
職
共
済
年
金
の
受
給
権
者
が
同
時
に
老
齢
基
礎

年
金
の
受
給
権
を
有
す
る
場
合
、
障
害
共
済
年
金
の

受
給
権
者
が
同
時
に
当
該
障
害
共
済
年
金
と
同
一
の

支
給
事
由
に
基
づ
く
障
害
基
礎
年
金
の
受
給
権
を
有

す
る
場
合
又
は
遺
族
共
済
年
金
の
受
給
権
者
が
同
時

に
当
該
遺
族
共
済
年
金
と
同
一
の
支
給
事
由
に
基
づ

く
遺
族
基
礎
年
金
の
受
給
権
を
有
す
る
場
合
に
お
い

て
、
当
該
受
給
権
者
が
国
民
年
金
法
施
行
規
則
第
二

十
四
条
第
一
項
（
同
令
第
三
十
八
条
第
一
項
及
び
第

五
十
三
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。）の
届
出
を
行
っ
た
と
き
は
、
第
一
項
の
届
出
を

行
っ
た
も
の
と
み
な
す
。

４

厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
四
十
一
条
第
四
項

及
び
第
五
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
届
出
に
つ
い
て

準
用
す
る
。

附
則
第
四
十
九
条
第
一
項
第
一
号
中
「
、
氏
名
及
び

基
礎
年
金
番
号
」
を
「
及
び
氏
名
」
に
改
め
、
同
項
第

二
号
中
「
、
性
別
」
を
削
り
、「
、
死
亡
年
月
日
及
び
死

亡
の
原
因
」
を
「
及
び
死
亡
年
月
日
」
に
改
め
、
同
項

第
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

四

請
求
者
以
外
に
廃
止
前
農
林
共
済
法
第
二
十
八

条
又
は
旧
制
度
農
林
共
済
法
第
二
十
八
条
の
規
定

に
該
当
す
る
遺
族
又
は
当
該
死
亡
し
た
者
の
相
続

人
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨

附
則
第
四
十
九
条
第
二
項
中
「
前
項
の
」
を
「
前
二

項
の
」
に
改
め
、同
項
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

死
亡
し
た
受
給
権
者
と
請
求
者
と
の
続
柄
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
市
町
村
長
の
証
明
書

又
は
戸
籍
の
謄
本
若
し
く
は
抄
本

附
則
第
四
十
九
条
第
二
項
第
二
号
中
「
証
す
る
に
足

る
戸
籍
謄
本
」
を
「
証
す
る
書
類
」
に
改
め
、
同
項
第

三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三

厚
生
年
金
保
険
法
第
九
十
八
条
第
四
項
た
だ
し

書
に
該
当
す
る
と
き
は
、
年
金
証
書
（
年
金
証
書

を
添
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
事
由

書
）

附
則
第
四
十
九
条
第
二
項
第
四
号
中
「
前
項
」を「
第

一
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第

一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
を
行
う
場
合
に
お
い

て
、
死
亡
し
た
受
給
権
者
が
支
給
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
た
給
付
で
、
廃
止
前
農
林
共
済
法
第
十
九
条
の

二
又
は
旧
制
度
農
林
共
済
法
第
十
九
条
の
二
の
規
定

に
よ
る
請
求
を
し
て
い
な
か
っ
た
と
き
は
、
前
項
の

請
求
書
並
び
に
当
該
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
た

給
付
の
請
求
書
及
び
こ
れ
に
添
え
る
べ
き
書
類
等
を

厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附
則
第
五
十
条
第
一
項
第
一
号
中
「
受
給
権
者
の
」

の
下
に
「
住
所
、」を
加
え
、
同
項
第
二
号
及
び
第
三
号

中
「
名
称
及
び
当
該
年
金
の
」
を
削
り
、
同
項
第
四
号

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

四

加
給
年
金
額
の
対
象
者
（
廃
止
前
農
林
共
済
法

第
三
十
八
条
第
一
項
又
は
第
四
十
三
条
第
一
項
に

規
定
す
る
加
給
年
金
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
配

偶
者
又
は
子
を
い
う
。
以
下
本
条
、
第
五
十
二
条

及
び
第
五
十
二
条
の
四
に
お
い
て
同
じ
。）が
あ
る

と
き
は
、
そ
の
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日
、
そ
の

者
と
受
給
権
者
と
の
続
柄
並
び
に
そ
の
者
が
受
給

権
者
に
よ
っ
て
引
き
続
き
生
計
を
維
持
し
て
い
る

旨
（
障
害
共
済
年
金
の
支
給
停
止
の
解
除
を
申
請

し
よ
う
と
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
加
給
年
金
額
の

対
象
者
が
受
給
権
者
に
よ
っ
て
生
計
を
維
持
し
て

い
る
旨
）

附
則
第
五
十
条
第
一
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

加
給
年
金
額
の
対
象
者
が
廃
止
前
農
林
共
済
法

第
三
十
八
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
年
金
（
そ

の
全
額
に
つ
き
支
給
を
停
止
さ
れ
て
い
る
も
の
を

除
く
。）の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き

は
、
当
該
年
金
の
名
称
、
そ
の
支
給
を
行
う
者
の

名
称
、
当
該
年
金
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

る
こ
と
と
な
っ
た
年
月
日
及
び
そ
の
年
金
証
書
又

は
こ
れ
に
準
ず
る
書
類
の
年
金
コ
ー
ド
又
は
記
号

番
号
若
し
く
は
番
号
並
び
に
そ
の
者
の
基
礎
年
金

番
号

›Ÿ
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附
則
第
五
十
条
第
三
項
中
「
前
二
項
」
を「
前
三
項
」

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中

「
前
項
」
を
「
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三

項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類

等
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

提
出
日
前
一
月
以
内
に
作
成
さ
れ
た
受
給
権
者

の
生
存
に
関
す
る
市
町
村
長
の
証
明
書
又
は
戸
籍

の
抄
本
（
厚
生
労
働
大
臣
が
住
民
基
本
台
帳
法
第

三
十
条
の
七
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
受
給
権
者
に

係
る
本
人
確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
な
い
と
き
に
限
る
。）

二

停
止
の
解
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
年
金
の
年
金

証
書

三

前
項
第
三
号
の
年
金
の
年
金
証
書
又
は
こ
れ
に

準
ず
る
書
類
の
写
し

四

前
項
第
三
号
の
年
金
が
そ
の
全
額
に
つ
き
支
給

を
停
止
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

五

加
給
年
金
額
の
対
象
者
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の

者
と
受
給
権
者
と
の
続
柄
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

が
で
き
る
市
町
村
長
の
証
明
書
又
は
戸
籍
の
抄
本

六

加
給
年
金
額
の
対
象
者
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の

者
が
受
給
権
者
に
よ
っ
て
引
き
続
き
生
計
を
維
持

し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る

書
類
（
障
害
共
済
年
金
の
支
給
停
止
の
解
除
を
申

請
し
よ
う
と
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
加
給
年
金
額

の
対
象
者
が
受
給
権
者
に
よ
っ
て
生
計
を
維
持
し

て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書

類
）

七

加
給
年
金
額
の
対
象
者
で
あ
る
子
の
う
ち
、
障

害
等
級
の
一
級
又
は
二
級
の
障
害
の
状
態
に
あ
る

子
で
あ
っ
て
、
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
者
以

外
の
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
障
害
の
状
態
に

関
す
る
診
断
書

八

障
害
共
済
年
金
又
は
遺
族
共
済
年
金
の
支
給
停

止
の
解
除
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
で
あ
っ
て
、

厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
者
以
外
の
も
の
に

あ
っ
て
は
、
そ
の
障
害
の
状
態
に
関
す
る
診
断
書

九

遺
族
共
済
年
金
の
支
給
停
止
の
解
除
を
申
請
し

よ
う
と
す
る
者
で
あ
っ
て
、
厚
生
労
働
大
臣
が
指

定
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
者
と
組
合
員
又
は

組
合
員
で
あ
っ
た
者
と
の
続
柄
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
が
で
き
る
書
類

附
則
第
五
十
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

５

第
一
項
の
申
請
は
、
国
民
年
金
法
第
二
十
条
第
二

項
（
昭
和
六
十
年
国
民
年
金
等
改
正
法
附
則
第
十
一

条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下

本
条
に
お
い
て
同
じ
。）の
規
定
に
よ
る
支
給
停
止
の

解
除
の
申
請
と
併
せ
て
行
わ
れ
る
と
き
は
、
第
一
項

の
申
請
書
に
記
載
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
事
項
及
び
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
第
一
項
の
申
請
書
に
添
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
書
類
等
の
う
ち
国
民

年
金
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
支
給
停
止

の
解
除
の
申
請
の
申
請
書
に
記
載
し
、
又
は
添
え
た

も
の
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
第
一
項
の
申
請
書
に
記
載
し
、
又
は

添
え
る
こ
と
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
。

附
則
第
五
十
一
条
第
一
項
第
一
号
中「
受
給
権
者
の
」

の
下
に
「
住
所
、」を
加
え
、
同
項
第
三
号
を
次
の
よ
う

に
改
め
る
。

三

加
給
年
金
額
の
対
象
者
で
あ
る
子
が
あ
る
と
き

は
、
そ
の
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日
、
そ
の
者
と

受
給
権
者
と
の
続
柄
並
び
に
そ
の
者
が
受
給
権
者

に
よ
っ
て
引
き
続
き
生
計
を
維
持
し
て
い
る
旨

附
則
第
五
十
一
条
第
一
項
第
四
号
中
「
名
称
及
び
当

該
年
金
の
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
同
項
第
四
号

の
年
金
の
年
金
証
書
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
書
類
の
写

し
」
を
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
等
」
に
改
め
、
同

項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一

提
出
日
前
一
月
以
内
に
作
成
さ
れ
た
受
給
権
者

の
生
存
に
関
す
る
市
町
村
長
の
証
明
書
又
は
戸
籍

の
抄
本
（
厚
生
労
働
大
臣
が
住
民
基
本
台
帳
法
第

三
十
条
の
七
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
受
給
権
者
に

係
る
本
人
確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
な
い
と
き
に
限
る
。）

二

停
止
の
解
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
年
金
の
年
金

証
書

三

加
給
年
金
額
の
対
象
者
で
あ
る
子
が
あ
る
と
き

は
、
そ
の
者
と
受
給
権
者
と
の
続
柄
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
が
で
き
る
市
町
村
長
の
証
明
書
又
は
戸

籍
の
抄
本

四

加
給
年
金
額
の
対
象
者
で
あ
る
子
が
あ
る
と
き

は
、
そ
の
者
が
受
給
権
者
に
よ
っ
て
引
き
続
き
生

計
を
維
持
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

が
で
き
る
書
類

五

加
給
年
金
額
の
対
象
者
で
あ
る
子
の
う
ち
、
障

害
等
級
の
一
級
又
は
二
級
の
障
害
の
状
態
に
あ
る

子
で
あ
っ
て
、
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
者
以

外
の
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
障
害
の
状
態
に

関
す
る
診
断
書

六

前
項
第
四
号
の
年
金
の
年
金
証
書
又
は
こ
れ
に

準
ず
る
書
類
の
写
し

附
則
第
五
十
二
条
の
三
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
三
十
条
の
五
の
二

第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
申
出
に
つ
い
て
準
用
す

る
。

附
則
第
五
十
二
条
の
四
第
一
項
第
五
号
中
「
、
生
年

月
日
及
び
基
礎
年
金
番
号
並
び
に
」
を
「
及
び
生
年
月

日
、」に
改
め
、「
続
柄
」
に
下
に
「
並
び
に
そ
の
者
が
受

給
権
者
に
よ
っ
て
引
き
続
き
生
計
を
維
持
し
て
い
る
旨

（
障
害
共
済
年
金
の
支
給
停
止
の
申
出
を
撤
回
し
よ
う

と
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
加
給
年
金
額
の
対
象
者
が
受

給
権
者
に
よ
っ
て
生
計
を
維
持
し
て
い
る
旨
）」を
加

え
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
三
十
条
の
五
の
三

第
三
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
申
出
に
つ
い
て
準
用

す
る
。

附
則
第
五
十
三
条
の
見
出
し
中
「
異
動
報
告
」を「
異

動
の
届
出
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
次
の
各
号
の

い
ず
れ
か
に
該
当
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
並
び
に
」
を

「
氏
名
を
変
更
し
た
と
き
は
、十
日
以
内
に
、」に
改
め
、

「
、
氏
名
」
の
下
に「
、
変
更
前
の
氏
名
」を
加
え
、「
そ

れ
ぞ
れ
当
該
」
を
「
次
の
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
及

び
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

年
金
証
書

二

氏
名
の
変
更
に
関
す
る
市
町
村
長
の
証
明
書
又

は
戸
籍
の
抄
本
（
厚
生
労
働
大
臣
が
住
民
基
本
台

帳
法
第
三
十
条
の
七
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
受
給

権
者
に
係
る
本
人
確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
な
い
と
き
に
限
る
。）

附
則
第
五
十
三
条
第
四
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同

条
第
三
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
受

給
権
者
」
の
下
に「（
厚
生
労
働
大
臣
が
住
民
基
本
台
帳

法
第
三
十
条
の
七
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
本
人
確
認
情

報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
受
給
権
者
を
除

く
。）」
を
加
え
、「
そ
の
旨
並
び
に
住
所
、
氏
名
」を「
十

日
以
内
に
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同

項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

附
則
第
五
十
一
条
第
三
項
第
一
号
中「
受
給
権
者
の
」

の
下
に
「
住
所
、」を
加
え
、
同
項
第
三
号
を
次
の
よ
う

に
改
め
る
。

三

削
除

附
則
第
五
十
一
条
第
三
項
第
四
号
中
「
名
称
及
び
当

該
年
金
の
」
を
削
る
。

附
則
第
五
十
一
条
の
二
第
一
項
中
「
法
第
三
十
六
条

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
年
金
を
支
払
う
月
（
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
「
支
払
期
月
」
と
い
う
。）の
前
月
に
お
い

て
」
を
「
毎
月
」
に
改
め
、「（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第

八
十
一
号
）」を
削
り
、「
に
よ
り
当
該
支
払
期
月
に
支
給

す
る
」
を
「
に
よ
る
」
に
改
め
、「（
廃
止
前
農
林
共
済

法
又
は
旧
制
度
農
林
共
済
法
に
よ
る
年
金
の
全
額
に
つ

き
支
給
の
停
止
を
受
け
て
い
る
者
及
び
附
則
第
五
十
二

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
届
書
を
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
者
を
除
く
。）」
及
び「（
住
民
基
本
台
帳

法
第
三
十
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
本
人
確
認
情
報

を
い
う
。
以
下
同
じ
。）」
を
削
る
。

附
則
第
五
十
一
条
の
三
第
一
項
第
一
号
中「
、
性
別
」

を
削
る
。

附
則
第
五
十
二
条
の
見
出
し
中
「
身
上
報
告
」を「
届

出
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中「（
廃
止
前
農
林
共
済
法

第
三
十
八
条
第
一
項
又
は
第
四
十
三
条
第
一
項
に
規
定

す
る
加
給
年
金
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
配
偶
者
又
は

子
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）」
を
削
り
、
同
項
第
一
号
中

「
、
性
別
」
を
削
り
、
同
項
第
三
号
中
「
、
生
年
月
日

及
び
基
礎
年
金
番
号
並
び
に
そ
の
者
と
受
給
権
者
と
の

続
柄
」
を
「
及
び
生
年
月
日
並
び
に
そ
の
者
が
受
給
権

者
に
よ
っ
て
引
き
続
き
生
計
を
維
持
し
て
い
る
旨
（
障

害
共
済
年
金
の
受
給
権
者
に
あ
っ
て
は
、
加
給
年
金
額

の
対
象
者
が
受
給
権
者
に
よ
っ
て
生
計
を
維
持
し
て
い

る
旨
）」に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
、
生
年
月
日
及
び

基
礎
年
金
番
号
並
び
に
そ
の
者
と
受
給
権
者
と
の
続

柄
」
を
「
及
び
生
年
月
日
並
び
に
そ
の
者
が
受
給
権
者

に
よ
っ
て
引
き
続
き
生
計
を
維
持
し
て
い
る
旨
」
に
改

め
、
同
条
第
二
項
中
「
指
定
日
前
一
月
以
内
に
作
成
さ

れ
た
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
等
」
を
「
加
給
年
金
額

の
対
象
者
で
あ
る
障
害
等
級
の
一
級
又
は
二
級
に
該
当

す
る
障
害
の
状
態
に
あ
る
子
で
あ
っ
て
、
そ
の
障
害
の

程
度
の
診
査
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
て
厚
生
労
働
大
臣

が
指
定
し
た
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
障
害
の
状
態

に
関
す
る
診
断
書
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
及
び
第
二

号
を
削
り
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

前
二
項
の
規
定
は
、
退
職
共
済
年
金
又
は
障
害
共

済
年
金
が
裁
定
さ
れ
、
そ
の
額
が
改
定
さ
れ
、
又
は

そ
の
支
給
の
停
止
が
解
除
さ
れ
た
日
以
降
一
年
以
内

に
指
定
日
が
到
来
す
る
と
き
は
、
こ
れ
を
適
用
し
な

い
。

› 
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４

退
職
共
済
年
金
の
受
給
権
者
が
同
時
に
老
齢
基
礎

年
金
の
受
給
権
を
有
す
る
場
合
、
障
害
共
済
年
金
の

受
給
権
者
が
同
時
に
当
該
障
害
共
済
年
金
と
同
一
の

支
給
事
由
に
基
づ
く
障
害
基
礎
年
金
の
受
給
権
を
有

す
る
場
合
又
は
遺
族
共
済
年
金
の
受
給
権
者
が
同
時

に
当
該
遺
族
共
済
年
金
と
同
一
の
支
給
事
由
に
基
づ

く
遺
族
基
礎
年
金
の
受
給
権
を
有
す
る
場
合
に
お
い

て
、
当
該
受
給
権
者
が
国
民
年
金
法
施
行
規
則
第
二

十
条
第
一
項
（
同
令
第
三
十
八
条
第
一
項
及
び
第
五

十
三
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）

の
届
出
を
行
っ
た
と
き
は
、
前
項
の
届
出
を
行
っ
た

も
の
と
み
な
す
。

附
則
第
五
十
三
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え

る
。

２

退
職
共
済
年
金
の
受
給
権
者
が
同
時
に
老
齢
基
礎

年
金
の
受
給
権
を
有
す
る
場
合
、
障
害
共
済
年
金
の

受
給
権
者
が
同
時
に
当
該
障
害
共
済
年
金
と
同
一
の

支
給
事
由
に
基
づ
く
障
害
基
礎
年
金
の
受
給
権
を
有

す
る
場
合
又
は
遺
族
共
済
年
金
の
受
給
権
者
が
同
時

に
当
該
遺
族
共
済
年
金
と
同
一
の
支
給
事
由
に
基
づ

く
遺
族
基
礎
年
金
の
受
給
権
を
有
す
る
場
合
に
お
い

て
、
当
該
受
給
権
者
が
国
民
年
金
法
施
行
規
則
第
十

九
条
第
一
項
（
同
令
第
三
十
八
条
第
一
項
及
び
第
五

十
三
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）

の
届
出
を
行
っ
た
と
き
は
、
前
項
の
届
出
を
行
っ
た

も
の
と
み
な
す
。

附
則
第
五
十
四
条
第
二
項
第
二
号
中
「
住
所
、」を
削

り
、
同
項
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三

受
給
権
を
取
得
し
た
年
月

附
則
第
五
十
七
条
第
一
号
中
「
、
性
別
」
を
削
る
。

附
則
第
五
十
八
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
五
十
八
条

削
除

附
則
第
五
十
九
条
中
「
請
求
書
等
」
を
「
請
求
書
、

届
書
、
申
請
書
そ
の
他
の
書
類
」
に
改
め
る
。

附
則
第
六
十
八
条
を
削
る
。

（
国
民
年
金
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

国
民
年
金
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
厚
生

省
令
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
七
条
第
四
項
中
「
さ
れ
た
退
職
共
済
年
金
」
の

下
に
「
又
は
平
成
十
三
年
統
合
法
附
則
第
十
六
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
年
金
保
険
の
管
掌
者
た
る
政
府

が
支
給
す
る
も
の
と
さ
れ
た
退
職
共
済
年
金
」を
加
え
、

「
又
は
第
七
十
四
条
の
二
第
一
項
」
を「（
昭
和
六
十
年

国
家
公
務
員
共
済
改
正
法
附
則
第
十
一
条
第
三
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）又
は
廃
止
前
農
林
共
済

法
第
二
十
三
条
の
二
第
三
項
（
廃
止
前
昭
和
六
十
年
農

林
共
済
改
正
法
（
平
成
十
三
年
統
合
法
附
則
第
十
六
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の

と
さ
れ
た
同
法
附
則
第
二
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す

る
廃
止
前
昭
和
六
十
年
農
林
共
済
改
正
法
を
い
う
。
以

下
同
じ
。）附
則
第
十
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。）」
に
改
め
る
。

第
十
七
条
の
二
第
二
項
中
「
平
成
十
六
年
度
、
平
成

十
七
年
度
及
び
平
成
十
九
年
度
の
国
民
年
金
制
度
及
び

厚
生
年
金
保
険
制
度
並
び
に
国
家
公
務
員
共
済
組
合
制

度
の
改
正
に
伴
う
厚
生
労
働
省
関
係
法
令
に
関
す
る
経

過
措
置
に
関
す
る
政
令
」
を
「
平
成
十
六
年
度
、
平
成

十
七
年
度
、
平
成
十
九
年
度
及
び
平
成
二
十
年
度
の
国

民
年
金
制
度
及
び
厚
生
年
金
保
険
制
度
並
び
に
国
家
公

務
員
共
済
組
合
制
度
の
改
正
に
伴
う
厚
生
労
働
省
関
係

法
令
に
関
す
る
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
」
に
改
め
、

「
第
三
十
二
条
第
一
項
」
の
下
に
「
及
び
第
三
十
三
条

第
一
項
」
を
加
え
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

平
成
十
三
年
統
合
法
附
則
第
十
六
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
り
厚
生
年
金
保
険
の
管
掌
者
た
る
政
府

が
支
給
す
る
も
の
と
さ
れ
た
年
金
た
る
給
付

第
十
七
条
の
二
の
二
第
三
項
中
「
第
三
十
二
条
第
一

項
」
の
下
に
「
及
び
第
三
十
三
条
第
一
項
」を
加
え
る
。

第
十
七
条
の
七
第
四
項
中
「
又
は
昭
和
六
十
年
国
家

公
務
員
共
済
改
正
法
附
則
第
十
一
条
第
一
項
」
を
「
若

し
く
は
昭
和
六
十
年
国
家
公
務
員
共
済
改
正
法
附
則
第

十
一
条
第
一
項
、
廃
止
前
農
林
共
済
法
第
二
十
三
条
の

二
第
一
項
又
は
廃
止
前
昭
和
六
十
年
農
林
共
済
改
正
法

附
則
第
十
条
第
一
項
」
に
改
め
、「
附
則
第
二
十
条
第
一

項
」
の
下
に
「
又
は
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
等
の

一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
十
四
年
厚
生
労
働
省
令

第
二
十
七
号
。
以
下
「
平
成
十
四
年
改
正
省
令
」
と
い

う
。）附
則
第
五
十
条
第
一
項
」
を
加
え
る
。

第
十
九
条
第
四
項
中
「
附
則
第
七
十
六
条
第
一
項
」

の
下
に
「
又
は
平
成
十
四
年
改
正
省
令
附
則
第
五
十
三

条
第
一
項
」
を
加
え
る
。

第
二
十
条
第
三
項
中
「
附
則
第
七
十
六
条
の
二
第
一

項
」
の
下
に
「
又
は
平
成
十
四
年
改
正
省
令
附
則
第
五

十
三
条
第
三
項
」
を
加
え
る
。

第
二
十
四
条
第
四
項
中「
附
則
第
七
十
七
条
第
一
項
」

の
下
に
「
又
は
平
成
十
四
年
改
正
省
令
附
則
第
四
十
八

条
の
二
第
一
項
」
を
加
え
る
。

第
三
十
一
条
第
五
項
中
「
さ
れ
た
障
害
共
済
年
金
」

の
下
に
「
又
は
平
成
十
三
年
統
合
法
附
則
第
十
六
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
年
金
保
険
の
管
掌
者
た
る
政

府
が
支
給
す
る
も
の
と
さ
れ
た
障
害
共
済
年
金
」
を
、

「
三
級
」
の
下
に
「
又
は
廃
止
前
農
林
共
済
法
第
三
十

九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
障
害
等
級
の
三
級
」
を
、「
第

八
十
四
条
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は
廃
止
前
農
林
共
済

法
第
四
十
四
条
第
一
項
」
を
加
え
る
。

第
三
十
二
条
第
四
項
中
「
第
七
十
四
条
第
三
項
」
の

下
に「（
昭
和
六
十
年
国
家
公
務
員
共
済
改
正
法
附
則
第

十
一
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）又

は
廃
止
前
農
林
共
済
法
第
二
十
三
条
の
二
第
三
項
（
廃

止
前
昭
和
六
十
年
農
林
共
済
改
正
法
附
則
第
十
条
第
三

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）」
を
加
え
る
。

第
三
十
三
条
第
四
項
中
「
第
八
十
四
条
第
一
項
」
の

下
に「
又
は
廃
止
前
農
林
共
済
法
第
四
十
四
条
第
一
項
」

を
加
え
、
同
条
第
五
項
中
「
、
地
方
公
務
員
等
共
済
組

合
法
第
八
十
九
条
第
一
項
又
は
廃
止
前
農
林
共
済
法
第

四
十
四
条
第
一
項
」
を
「
又
は
地
方
公
務
員
等
共
済
組

合
法
第
八
十
九
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
三
十
五
条
第
四
項
中
「
又
は
第
三
十
二
条
の
二
第

一
項
」
を
「
若
し
く
は
附
則
第
三
十
二
条
の
二
第
一
項

又
は
平
成
十
四
年
改
正
省
令
附
則
第
二
十
八
条
の
二
第

一
項
若
し
く
は
附
則
第
五
十
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同

項
第
一
号
中
「
及
び
昭
和
六
十
年
改
正
法
」
を
「
又
は

昭
和
六
十
年
改
正
法
」
に
、「
及
び
昭
和
六
十
年
国
家
公

務
員
共
済
改
正
法
附
則
第
十
一
条
第
一
項
」
を
「
若
し

く
は
昭
和
六
十
年
国
家
公
務
員
共
済
改
正
法
附
則
第
十

一
条
第
一
項
、
廃
止
前
農
林
共
済
法
第
二
十
三
条
の
二

第
一
項
第
二
号
又
は
廃
止
前
昭
和
六
十
年
農
林
共
済
改

正
法
附
則
第
十
条
第
一
項
第
二
号
」
に
改
め
、
同
項
第

二
号
中
「
第
八
十
七
条
第
四
項
」
の
下
に
「
又
は
廃
止

前
農
林
共
済
法
第
四
十
五
条
の
三
第
三
項
」を
加
え
る
。

第
四
十
一
条
第
五
項
中
「
さ
れ
た
遺
族
共
済
年
金
」

の
下
に
「
又
は
平
成
十
三
年
統
合
法
附
則
第
十
六
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
年
金
保
険
の
管
掌
者
た
る
政

府
が
支
給
す
る
も
の
と
さ
れ
た
遺
族
共
済
年
金
」
を
、

「
含
む
。）」
の
下
に
「
又
は
廃
止
前
農
林
共
済
法
第
二

十
三
条
の
二
第
三
項
（
廃
止
前
昭
和
六
十
年
農
林
共
済

改
正
法
附
則
第
十
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。）」
を
加
え
る
。

第
四
十
八
条
第
六
項
中
「
又
は
昭
和
六
十
年
国
家
公

務
員
共
済
改
正
法
附
則
第
十
一
条
第
一
項
」
を
「
若
し

く
は
昭
和
六
十
年
国
家
公
務
員
共
済
改
正
法
附
則
第
十

一
条
第
一
項
、
廃
止
前
農
林
共
済
法
第
二
十
三
条
の
二

第
一
項
第
三
号
又
は
廃
止
前
昭
和
六
十
年
農
林
共
済
改

正
法
附
則
第
十
条
第
一
項
第
三
号
」
に
、「
附
則
第
二
十

条
第
一
項
」
を
「
附
則
第
四
十
条
第
一
項
又
は
平
成
十

四
年
改
正
省
令
附
則
第
五
十
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

（
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年

厚
生
省
令
第
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
三
十
条
の
五
の
二
第
二
項
中
「
平
成
十
六
年
度
、

平
成
十
七
年
度
及
び
平
成
十
九
年
度
の
国
民
年
金
制
度

及
び
厚
生
年
金
保
険
制
度
並
び
に
国
家
公
務
員
共
済
組

合
制
度
の
改
正
に
伴
う
厚
生
労
働
省
関
係
法
令
に
関
す

る
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
」
を
「
平
成
十
六
年
度
、

平
成
十
七
年
度
、
平
成
十
九
年
度
及
び
平
成
二
十
年
度

の
国
民
年
金
制
度
及
び
厚
生
年
金
保
険
制
度
並
び
に
国

家
公
務
員
共
済
組
合
制
度
の
改
正
に
伴
う
厚
生
労
働
省

関
係
法
令
に
関
す
る
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
」
に
改

め
、「
第
三
十
二
条
第
一
項
」
の
下
に
「
及
び
第
三
十
三

条
第
一
項
」
を
加
え
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

平
成
十
三
年
統
合
法
附
則
第
十
六
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
り
厚
生
年
金
保
険
の
管
掌
者
た
る
政
府

が
支
給
す
る
も
の
と
さ
れ
た
年
金
た
る
給
付

第
三
十
条
の
五
の
三
第
三
項
中
「
第
三
十
二
条
第
一

項
」
の
下
に
「
及
び
第
三
十
三
条
第
一
項
」を
加
え
る
。

（
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る

等
の
省
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正

す
る
等
の
省
令
（
平
成
九
年
厚
生
省
令
第
三
十
一
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
四
十
一
条
第
四
項
及
び
第
五
項
を
削
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
省
令
に
よ
る

改
正
前
の
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改

正
す
る
省
令
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
申
請
、
届
出
そ
の

他
の
行
為
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
厚
生
年
金

保
険
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
相
当

規
定
に
基
づ
い
て
さ
れ
た
申
請
、
届
出
そ
の
他
の
行
為

と
み
な
す
。
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